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第３章 プランの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．プランの体系 

第３章 プランの内容 
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基本目標Ⅰ

男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

基本目標Ⅱ

男女が共に参画する社会づくり

「小城市女性の活躍推進計画」

「小城市配偶者等からの暴力 （ＤＶ）の防止
　及び被害者支援基本計画」

配偶者等に対する暴力のない社会づくり

誰もが安心して暮らせる社会づくり

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅲ

仕事と生活の調和が実現できる環境づくり

基本目標Ⅳ

目標 基本目標
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第３章 プランの内容 

 

 

 

 
 

 

②男性の意識改革

①ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発

（２）生活に困難を抱えた女性等が安心して
　　　暮らせる環境づくり

（１）女性の活躍推進と男性の意識改革

（３）関係機関の連携・協力

（１）ＤＶを許さない意識づくりの推進 ①ＤＶ防止に向けた意識啓発

②関係機関、団体等との連携の推進

（３）働く場における男女共同参画の推進

（３）ハラスメント等の防止 ①ハラスメントと性暴力被害の防止

①ＤＶ被害者支援にかかわる相談体制の強化

②二次被害を起こさないための相談支援体制の確立

③ＤＶ被害者の安全確保のための支援体制の整備

④ＤＶ被害者の自立に向けた支援の充実

①あらゆる暴力の早期発見と防止対策

①男女がともに働きやすい環境づくり

②市役所における男女共同参画の推進

①支援を必要とする家庭等が安心して暮らせる環境の
　整備

（２）安心して相談できる体制の整備と
　　　被害者支援の充実

（１）男女平等の意識啓発

（２）男女共同参画に関する教育・学習の
　　　推進

①女性人材の育成と活用

（１）生涯を通じた心と身体の健康づくり
　　　の推進

①女性の活躍推進のための環境の整備

（１）家庭や地域における男女共同参画の
　　　推進

①生涯を通じた心と身体の健康づくりの支援

①男女平等意識に関する情報発信・啓発

②男女共同参画推進団体等との連携・協働による啓発

②生涯学習における男女共同参画の推進

①家庭における男女共同参画の促進

②地域における男女共同参画の促進

③地域防災における男女共同参画の推進

①幼少期からの発達段階に応じた教育における
　男女平等意識の醸成

（２）政策・方針決定過程への男女共同参画
　　　の推進

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進

施策の方向 基本事業




